
     令和７年度宅地建物取引士資格試験合格者の受験番号の公告 

 

◆合格証書の発送 

  ○合格者には、１１月２６日（水）の午後に、「簡易書留郵便」で合格証書を発送します。 

 

  ○転居した合格者の方へ 

   合格証書は、“転送可”の扱いで、発送します。 

   あなたが郵便局に転居届を提出済みであり、 

  郵便局が転送してくれる状態になっていれば、転送されます。 

   転居先不明により合格証書が当機構へ返戻され、当機構が再送付を行う場合には、 

  所定の郵送料をご負担いただきます。 

 

  ○不在のため簡易書留郵便を受け取ることができなかった場合には、 

  不在票が入りますので、郵便局に御連絡ください。 

 

  ○１１月２８日（金）午後１時までに不在票が入らなかった場合 

  ・インターネット申込みの方 

   １１月２８日（金）午後１時以降に、宅建試験マイページにログインしてください。 

   郵便追跡サービスの「お問い合わせ番号」を見ることができます。 

   日本郵便のウェブサイトで、配送状況を確認できます。 

   再配達については日本郵便の画面に表示された“配達”の取扱局にお問い合わせください。 

  ・郵送申込みの方 

   １１月２８日（金）午後１時以降に、当機構まで御連絡ください。 

 

  ○“配達”の取扱局での保管期限は、１２月３日（水）頃までです。 

   それまでに“配達”の取扱局にお問い合わせください。 

   保管期限経過により合格証書が当機構へ返戻され、当機構が再送付を行う場合には、 

  所定の郵送料をご負担いただきます。 

 

  ○不合格者には通知いたしません。 
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